
変更許可通知
工事着手届

（市手続規則第3条
第1項第1号）

※指定工程が
　 ある場合のみ

※承認を受ける必要
　 がある場合のみ

完了検査
適合証明申請
（省令第60条）

中間検査依頼
（市手続規則第

3条第3項）

開発許可申請
（法第29条第1項）

23日

開発許可通知

変更許可申請
（法第35条の2

第1項）

23日

○矢印の付近にある日数は、「標準処理期
　間」を指します。
○標準処理期間とは、申請が行政庁の事務所
　に到達してから処分するまでに通常要すべき
　標準的な目安となる期間のことです。申請の
　内容や申請の混み具合などによって、実際
　の処理期間がこれを超えることがあります。
○次のような期間は、標準処理期間に算入し
　ません。
　＊申請を補正するために要する期間
　＊行政庁が執務を行わない日（土・日・祝日）
　＊申請の途中で申請者が申請内容を変更す
　　るための期間
　＊審査のために必要なデータを追加するため
　　の期間

○法…都市計画法
○省令…都市計画法施行規則
○市手続規則…久喜市都市計画法に基づく
　開発許可等の手続に関する規則
○市要綱…久喜市開発行為等指導要綱

証明
12日12日

証明証明

　※帰属する公共施設
　　 がある場合のみ

証明

公共施設引渡申請
（市要綱第29条第1

項）
完了公告

（法第36条第3項）

公告前建築等
承認申請

（法第37条第1号）

８日

承認

中間検査

工事完了届
（法第36条第1項）

12日 検査済証
（法第36条第2項）

19日

適合証明申請
（省令第60条）

適合証明申請
（省令第60条）

適合証明申請
（省令第60条）

相談票の回答内容に応じて
各申請手続に分岐

【分岐②】

適用除外
※許可不要

（法第29条第1
項各号、法第43
条第1項各号な

ど）

43条許可申請
（法第43条第1

項）

42条許可申請
（法第42条第1
項ただし書）

13日12日

許可通知 許可通知

事前協議申請
（市要綱第4条）

※公共施設管理者と
　 の協議（法第32条）
　 を兼ねる手続です。

事前協議が
不要な場合

事前協議結果

開発許可申請等の手続の流れ

全体フロー

事前相談

相談票の回答内容に応じて
事前協議の要・不要で分岐

【分岐①】

事前協議が必要な場合
事前協議の詳細は、

②事前協議フローを

参照してください。

開発手続の詳細は、

③開発手続フローを

参照してください。

事前相談の詳細は、

①事前相談フローを

参照してください。


